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マイキーＩＤ新規登録キャンペーンを実施します 

 

総務省は、消費税率引き上げに伴う消費活性化策のひとつとして、マイナンバーカードのマイキ

ーＩＤを活用した「マイナポイント」を令和２年度に実施します。各自治体は、このマイキーID の

設定支援計画をマイナンバーカードの交付円滑化計画とともに策定し、計画的に取り組むこととな

っています。これに伴い、更なる制度周知及び設定支援を促進するため、マイキーID の新規登録

キャンペーンを実施します。 

「マイナポイント」や、今回のキャンペーンでプレゼントする「前橋ポイント」を利用するに

は、マイキーID の設定が必要となります。マイナンバーカード取得者のうち、「マイキーID」に

ついては未設定の取得者もいるため、マイナンバーカード未取得者だけでなく、既にマイナンバ

ーカードを取得している人に向けても「マイキーID」の設定を推進します。 

 

１ 期 間   令和元年１１月１日（金）～１２月２７日（金） 

２ 内 容   マイキーＩＤ初回設定時の「基本自治体」に「前橋市」を選んでいただいた方

へ「前橋ポイント」として使える５００ポイントをプレゼント 

（先着２５０名、１回限り） 

≪前橋ポイントの利用例≫ 

（１）「Ｑのまち商品券」に交換し、前橋中心商店街で利用 

           交換場所：まちづくり公社まちなか分室（千代田町二丁目８－１２） 

（２）オンライン通販サイト「めいぶつチョイス」で利用 

           ＵＲＬ：https://www.meibutsu-choice.jp/ 

（３）ＪＲ前橋駅構内の Vento Maebashi（ヴェントまえばし）で利用 

（４）市有施設（アーツ前橋、前橋文学館）の入館料として利用 

３ その他   市役所１階市民ロビーの特設支援カウンターにて、マイナンバーカードの取得

申請及びマイキーＩＤ設定支援を行っています。 

 

前 橋 市 報 道 発 表 資 料 

本件に関するお問い合わせ先 

直通 ／ ０２７－８９８－６４２７ 

PRESS RELEASE 令和元年１０月２５日  

電 話 

 

未来の芽創造課 渉外係 

【キャンペーンに関すること】 

直通 ／ ０２７－８９８－５８８３ 

 

情報政策課 情報政策係 

 

【マイナンバーカードの利活用に関すること】 

https://www.meibutsu-choice.jp/

